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1．はじめに

　我々はすでに，「革新経営のメカニズム」にお

いてイノベーション・プロセスのマネジメント・

モデルを提示し日本企業 7 社の事例分析を通し

て，各社が組織境界を越えたオープンな資源連携

による革新誘発の仕組みを構築しつつあることを

示した（境忠宏編，2002）．その後も日本企業は，

組織境界からさらに企業境界さえも越えたオープ

ンな資源の連携と活用による持続的なイノベー

ションの実現に向けた経営革新を進めつつある．

その中心となるのが人材戦略であり，日本企業は

社内外の多様な人材を連結し自在に活用するため

の人材ポートフォリオや雇用形態の多元化に取り

組みつつある．しかし，人件費削減のための外部

人材の活用に比べ創造的課題解決のための外部知

的人材の活用は，なお大きく遅れている．その原

因のひとつには内部人材（いわゆる正規社員）を

外部人材（いわゆる非正規社員）よりもより厚く

遇するという日本企業の人事制度があるが，それ

とともに専門人材の自立化や流動化のための諸制

度の未整備という日本の労働市場の問題も大き

い．

　その中で，人材個々人は，自己責任のもとでの

専門能力の開発と企業にのみ依存しない自立的

キャリア形成への指向を強めつつある．しかし，

これらの人々の専門能力と企業の人材ニーズとを

マッチさせ，社会最適な人的資源の活用を実現さ

せるためのシステムはなお出現していない．リク

ルートワークス研究所は，その実現に向けて戦略

100 職種の策定やビジネス・プロフェッショナル

大学院の設立，さらに新たな職業コミュニティの

形成など 7 つの社会的課題を提言している（村

田弘美，2005, pp. 9-11）．一方で，日本能率協会

は，日本企業の国際競争力の回復には現場での

チーム・マネジメント力の再生がなによりも重要

でありそれをさらに企業境界を越えた協働のマネ

ジメントへと高めることで日本企業の革新誘発力

を強化すべきであるとしている（小畑外嗣，

2007, pp. 8-11）．

　我々も，新たな社会システムの構築の前に，革

新誘発力の再生による国際競争力の復活に向け組

織境界を越えた協働から企業境界を越えた人材活

用までをも目指す日本企業のオープンな人材活用

の仕組みの中で専門人材の流動化の可能性を検討

していくことがより現実的で迅速な方向ではない

かと考える．

　このような視点から，本論では人材の流動性の

拡大までをも視野に入れ，企業内外の人材活用に

おけるいくつかの先進事例の分析をふまえ，創造

的課題解決のための人材活用方法としてのチー

ム・マネジメントの現状での課題と今後の方向を

検討する．

2．オープンな協働の場としてのチームの可能性

2. 1　企業の人材戦略と個人の職業選択

　2006 年度の労働経済白書では，就業者のうち

正規雇用は 59.5％と 6 割を切り，非正規雇用が

25.7％を占めるに至っていることと，非正規雇用

も従来のパート労働者のみでなく派遣労働者や契

約社員の増加など雇用形態の多様化も進みつつあ

ることが指摘されている．また，労働政策研究・
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研修機構の『企業戦略と人材マネジメントに関す

る総合調査（2004）』からは，人材確保では新規

学卒者の定期採用とともに非正社員や外部人材の

活用も同程度に重視されていることと，特定領域

の専門家グループ・現場で高度な技能を発揮する

グループ・現場で定型業務を行うグループ・事務

管理の定型業務を行うグループという人材ポート

フォリオでも定型業務だけでなく高度な技能グ

ループでも有期契約社員などの外部人材の活用が

重視されていることや，専門家グループでも新卒

正社員と同程度に中途採用者の活用が重視されて

いることが見出される．

　これらの動向をまとめると，企業は図 1 に示

されるように，人材ポートフォリオに応じ，多様

な人材の活用という「多様性の拡大」を指向しつ

つ，正規雇用，非正規雇用，アウトソーシングな

どの多様な活用方法を取り入れるという「活用の

自由度の拡大」も指向しているといえよう．

　社会経済生産性本部の新入社員を対象とした

『働くことの意識調査（2005）』では，会社選択

の理由として 1971 年には 27％と最も多かった

「会社の将来を考えて」は 2005 年には 8％と激減

し，「自分の能力，個性を活かせるから」が 19％

から 31％へと，「仕事がおもしろいから」が

16％から 21％へと増加している．ここからは，

若年層では自分の能力や個性の重視のもとに選択

基準が会社から職業へと移行しつつあることがう

かがえる．また，労働政策研究・研修機構の『第

4 回勤労生活に関する調査報告書（2005）』では，

同一企業でのキャリア形成を目指す「一企業キャ

リア」層が 42.9％と最も多いものの「複数企業

キャリア」層も 26.1％，「独立自営キャリア」層

も 13.3％存在し，20 歳代においては「複数企業

キャリア」層の方が 35.4％と「一企業キャリア」

層の 33.9％よりもむしろ多いことを見出してい

る．

　さらに，リクルートワークス研究所の『ワーキ

ングパーソン調査〈首都圏〉（2006）』からは，

首都圏の就業者の 58.4％，正社員でも 56.8％が

転職経験を持ち，転職前後の業種では同業種間移

動の 28.5％よりも異業種間移動の 47.9％の方が

多く，職種でも同職種間移動の 41.8％よりも異

職種間移動の 48.9％の方が多いことが見出され

る．また，異業種間で異職種間移動の経験者は

38.7％と多様な職業選択の様子もうかがえる．

　これらの動向をふまえると図 2 に示されるよ

うに，個人は特に若年層において，自らの能力や

個性に合わせ職業や企業を選択する「主体性の拡

大」を指向しており，一方で，多様な雇用形態の

拡大に対応し選択の自由度が拡大する中，自分に

適合した職業を様々な業種や職種を通じて探す行

動が増えており「選択自由の拡大」を指向してい

るといえる．

　企業の人材活用の変化と個人の職業選択の変化

図 1．人材戦略の方向
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との関係は，表 1 に示すようなマトリックスに

整理することができる．これらのセルは，個人と

企業における雇用や人材活用の方法を示してい

る．これらの中で，今後増えていく「自律型での

職業選択」を行う個人と企業の人材活用方法とし

て重視される「課題解決重視の人材活用」に対応

するセルについては，企業に属しない個人が集ま

り課題解決のために協働する形態での人材活用が

行われていくものと考えられる．

　「課題解決重視の人材活用」では，「複数体験で

の職業選択」を指向する個人を派遣や請負などに

より活用することも可能であるが，派遣・請負型

の人材活用では特定の企業で継続的に業務を行う

ことが多くなり固定化されることで他企業での活

用機会を逃す危険性が発生する．また，「多様な

選択肢のもとでの自律型の職業選択」を指向する

個人を，「多様な雇用形態の導入」により業務ご

とでの契約による人材活用も可能であるが，発注

側が影響力を発揮することで契約時における不利

な契約の締結や継続的な契約を示唆しながら，一

時的に不利な契約の締結といった下請けいじめ的

な関係になる危険性がある．これらの不利益を回

図 2．職業選択の方向
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表 1．個人と企業の関係
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避するためにも「協働による人材活用」を促進す

ることが必要と考えられる．

　このような「オープンな協働による人材活用」

において，いかに最適な組織形態を構築し人材マ

ネジメントを行っていくかが，本論のテーマとな

る．

2. 2　チーム・マネジメントの課題と対応方向

　ここでは，「チーム」を「特定の目的を達成す

るために選抜・配置された，相互依存的に関わり

合う複数の個人からなる集合或は過程」と定義

し，その編成・運営・評価というマネジメント課

題について検討する．

　ガルブレイズらは，このようなチームの類型と

して表 2 にあるような 4 つをあげ，この中では

経営環境変化への迅速な対応のための権限委譲や

柔軟性の確保，さらに多様な人的資源の活用に有

効であり，かつ顧客・サプライヤー・販売代理店・

外部提携先にまで拡大可能な「ネットワークチー

ム」の活用が増加するとしている（ガルブレイズ，

ローラー他，1999）．しかし，ネットワークチー

ムでは，同時に，境界のあいまいさ・参加者の多

様性・成果の多元性などからその効果的なマネジ

メントはより困難なものとなる．

　チーム編成については，チームの規模ではチー

ムの「潜在生産性」や「プロセス・ロス」の検討

から導き出された「実際の生産性」が最大化する

のはチームの人数が 4 ～ 5 人であるとされてい

るが，ハックマンは，大規模なプログラミング開

発事例をもとにチーム編成方法として「コア・メ

ンバー」と「サブ・メンバー」という大規模チー

ムにおける階層の設定が有効であると主張し，こ

の場合の「コア・メンバー」によるチームはやは

り 4 ～ 5 人程度の規模が最適と指摘している

（ハックマン，田中滋訳，2005）．

　チームのメンバー構成については，「チームの

目的にあわせ，必要となる人材を最適に配置す

る」といった主張が多いが，実際に活用できる手

法は乏しい．その中で，小林は，1979 年に行っ

た米国陸軍の「最適組織編成プロジェクト」から

の 理 論 と し て「FFS 理 論 」（Five Factors and 

Stress）を提唱している．これは，5 因子とスト

レスの強弱で個人のもつ特性を把握し，その組合

せによりチームを編成するものである．「凝縮因

子」「受容因子」「弁別因子」「拡散因子」「保全因

子」の 5 因子を把握する調査項目による質問紙

法や態度観察法などにより，個人の特性を把握す

る．この因子の特性により，「タグボート型」「マ

ネジメント型」「アンカー型」「リーダーシップ型」

という人材の 4 タイプの分類を行っている．こ

のような 4 類型のそろったチームを「コンプリー

トチーム」と呼び，どのような環境変化にも対応

できる人材構成であると主張している（小林恵智

監修，2001）．

　このような個人のもつ特性に着目したチームの

構成は，企業内でのアセスメントの実施などによ

り十分活用可能な手法といえる．ただし，ネット

ワークチームのように外部からの人材を活用する

ことを前提にした場合には，アセスメントなどの

実施が困難なことが予想され活用できない場合も

多いものと思われる．

　菊池など，プロジェクトチームのチーム・コン

ピテンシーと個人のコンピテンシーとの関係によ

りチーム構成の最適化を図る研究も行われている

が，チームの業務に応じたコンピテンシーの把握

と個人のコンピテンシーの適合によるチーム編成

のための実用的な手法の構築にまでは至っていな

い（菊池和則，2004，pp. 23-31）．

　チーム運営について，田尾は一時的な集団とな

りうるチームは，社会心理学で集団の行動を統制

するとされる凝集性や斉一性への圧力が行動を拘

束する要因とはなりにくく業務中心に展開される

ことから，業務の目的さらに手順や手続きの明確

さが必要になるとし，このような一時的な集団が

成立するための条件として，「相互依存的関係」

「成果の先行」「基準や規範の単純さ」の 3 条件

を示している（田尾雅夫，1999）．特に，一時的

な集団は心理的な結びつきよりも，メンバーが集
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まっている目的や目指す成果による報酬（経済

的，非経済的含め）を強調することで集団が成り

立つことから，永続を前提とする集団に比べると

その場を切り抜けることを何よりも優先させたが

る傾向に陥り合理的な判断や行動に欠けることが

あると指摘している．

　「相互依存的関係」については，メンバーの業

務の重複や業務における協力関係が，チームの運

営を円滑にし業務遂行に重要な役割を担うことが

指摘されている．「成果の先行」については，業

務の遂行という意味ではスケジュールとの乖離な

どは常に意識すべきことであり，達成率の低さな

どがメンバーの士気に影響するとされる．「基準

や規範の単純さ」については，チーム結成時にお

ける意思決定の方法や業務遂行上のコミュニケー

ションの方法などについて確認することが重要で

ありその方法が通常の企業内組織と同様の稟議に

よる手法などではチームの運営が困難になること

から簡素化することが重要とされる．

　また，プロジェクトマネジメント資格認定セン

ターはチーム型組織の運営の要点として 7 つの

要件を指摘しているが，これらの要件は，チーム

内でのコミュニケーション，権限と意思決定，報

酬制度という 3 領域に整理することができる（プ

ロジェクトマネジメント資格認定センター，

2002）．

　コミュニケーションに関わるポイントとして

は，「指示，命令が実務担当者まで迅速かつ正確

に伝わること」「調整役をできるだけ少なくする

ために意志疎通をよくする仕組み」「自分の役務

を遂行するために上流，下流の状況を容易に把握

できる仕組み」など情報・指示・命令などが迅速

に伝わるための仕組み，人的関係に依存すること

なく情報・意見などの流通を図ることができる仕

組みの必要性が指摘されている．

　権限と意思決定に関わるポイントとしては，

「意思決定が迅速に行われること」「権限・責任を

下位の階層に委譲させることによる連帯感を助長

させる仕組み」などチーム内での意思決定権限の

確保と実際の意思決定の迅速さが必要となること

が指摘されている．

　報酬制度に関わるポイントとしては，「 プロ

ジェクト目標に向かって努力していくための動機

づけのしかけ」が指摘されており，これは目標共

有などのコミュニケーションでの課題とも解釈で

きるが，インセンティブとしての報酬制度の課題

とも考えられる．チーム活動の成果の評価と報酬

制度については，チーム業績給と個人の業績給と

の関係の問題，チーム成果と個人の成果貢献から

発生するフリーライダーの問題，チームを構成す

る契約関係から発生するプリンシパルとエージェ

ントの関係における成果と報酬との関係の問題な

どへの対応が必要になる．チーム業績給と個人業

績給の関係では，チームとして協力的行動をとる

際に，個人の業績給の存在がチームワークを破壊

してしまう恐れもある．したがって，チームの業

績をベースとした報酬を提供しつつ，メンバーの

モチベーションも向上させることが報酬制度の課

題となろう．その場合，その報酬をチーム・メン

バーの業績に応じてどのように配分するかが問題

となる．仮に，厳密に契約により配分方法を決定

していたとしても，チーム形態の場合にはフリー

ライダー問題が発生し，実際の個人の業績と報酬

との乖離が発生する可能性がある．その回避のた

めには，報酬制度そのものの設計よりも業務遂行

におけるグループ内の相互監視によるフリーライ

ダーの抑制が有効と考えられる．そのためには，

やはりチームの規模を相互監視が可能なレベルに

小さくしておくことが必要となる．

　チームを構成するメンバーとチームを編成した

主体との関係は，エージェントとプリンシパルの

関係で捉えることができる．そこでは，基本的に

は事前の契約関係により報酬を決定することにな

るが，プリンシパル或はエージェントの裏切りが

発生することが考えられ，それがエージェント側

から見れば業績に見合う報酬が支払われない恐れ

をもたらし，プリンシパル側から見れば報酬に見

合う業績が達成されない恐れをもたらすことにな



― � ―

産業経営研究　第 29 号（2007）

る．

　ロバーツは，このような状況を回避するために

は両者の関係において「信頼」の形成が不可欠と

なり，それを形成するための要因として「評判」

を活用することができるとしている（ロバーツ，

2005）．プリンシパルには，契約履行を遵守しな

いことで契約対象としての評判を下げ必要な人材

の確保が困難になり，逆に，契約を履行し高い報

酬を提供した場合には評判をあげることにより人

材の継続的な確保が可能となる．また，エージェ

ントは，業績に対する評判が流通することにより

より多くの高報酬が期待できる労働機会が獲得で

きるようになる．そのため，高業績を達成すべく

努めることになる．逆に，契約よりも低業績の場

合には，自らの評価を下げることで労働市場での

価値を下げ将来の報酬を下げることにつながる．

　このように，チームを介して対峙する企業と個

人においても双方の「評判」を流通させることで

継続的で良好な関係を構築することが可能とな

り，結果としてチームの成果の達成が可能とな

る．そのためには，個々の人材について「評判」

の流通により自らの労働市場価値が変動する仕組

みが必要になる．継続的な「評判」の積み重ねが

個人の高報酬につながり，より高報酬を得られる

労働機会を獲得できる機会を提供できるようにす

ることが重要になる．

　「評判」そのものは非経済的報酬ではあるが，

評判を形成する要因としてその個人が行った活動

情報とともに報酬水準といった現状の経済的報酬

も重要となる．そのため，「評判」を人材活用に

活かすためには，経済的報酬，非経済的報酬の両

面から制度を設計することが必要となる．

 3．企業内外協働チームの事例分析

3. 1　チームによるオープンな協働の有効性

　チームを，企業の組織内での協働だけでなく企

業と外部人材との協働にまで拡張し活用すること

はすでに多くの企業で取り入れられており，それ

らの方法を体系的に検証することは今後の日本企

業の革新誘発力の再生においても有効となろう．

企業における課題解決重視の人材活用領域での

オープンな協働のためのチーム編成には表 3 に

あるような多様な類型がある．

　企業における課題解決の領域は，課題に対応し

新たな製品やサービス，構造物などを企画し実用

化に向け設計を行っていく「開発型」の課題解決

と，課題そのものへの対応方法を考案し何らかの

解決方法を実体化していく「解決型」の課題解決

に分類することができる．さらに，「開発型」「解

決型」それぞれにおいて，実体のある製品や構造

物を対象とする「ハード領域」とサービスや課題

解決の方法といった「ソフト領域」に分類するこ

ともできる．

　これらの課題解決領域において活用の対象とな

る人材は，特定の企業内の人材やその企業グルー

プ内の人材といった特定の企業およびそのグルー

プ企業に属する「企業境界内人材」を活用する場

合と，特定の企業外である企業に属する人材や企

業に属さない個人（独立専門人材）といった「企

業境界外人材」に分類することができる．

　課題解決における多様な人材を活用した協働の

例には次のようなものがある．開発型の課題解決

領域の企業境界内人材における協働では，シャー

プにおける「緊プロ」やホンダにおける「SED

チーム」のように組織横断型のプロジェクトチー

ムやグループ会社参画のプロジェクトチームによ

り製品開発を行うケースがある．

　企業境界外人材との協働には，KDDI での「au 

Design project」におけるデザイン会社やデザイ

ナーとのコラボレーション，或はナイキでの

「NIKE iD COLLECTION」における木村カエラに

よるデザインの期間限定モデルの製造・販売など

デザイン会社や独立デザイナー，アーティストな

どとの協働による製品開発がある．また，映画や

CM 制作における独立プロデューサー主導での制

作もこれに該当する．

　開発型において，企業境界内外の人材が協働す

るものとして，映画配給会社，放送局，広告代理
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表 2．チームの類型

ネットワークチーム 並列チーム プロジェクトチーム ワーキングチーム

定義

・明確な目的達成の
ために協力する相
互依存的な貢献者
あるいはそのチー
ム間の交流と関係
からなりたってい
るチーム．

・通常の業務活動から
離れ各チームが業績
と品質向上の推進，
事業に関する問題解
決に責任を持つチー
ム．

・限定されているが，
一定期間全面的に，
ユーザー（チーム成
果を要求する者）の
要求に対応するプロ
ジェクトの達成に責
任を負うチーム．

・製品やサービスの生
産に責任をもち通常
の業務を行うチーム．
外部から管理される
チームと自主管理型
のチームがある．

組織構造
との関係

・ネットワークと組

織との間に明確な
境界がない．メン
バーが流動的で広
範囲にわたる．社
外人材の活用も含
む．

・通常一時的なもので，

業務遂行のために公
式の組織に備わって
いない機能を果たす．

・業務は事業の流れの

中に組み込まれてい
る．

・比較的長期間継続す
る組織として存在す
る．

・専任メンバーと兼任
メンバーからなる．

・グループ内の人間が

相互に依存し製品や
サービスに責任を負
う．

・従業員の参加レベル
を最大化する場合に
は自主管理型チーム
が多い．

特徴

・目標の明快さ，確
固とした統合性，
積極参加．

・自発的参加が基本． ・選抜 · 任命により構
成される．

・自主管理型チームは，
ソシオテクニカルや
職務充実を追求する
場合に多い．

リーダー
シップ

・企業の組織階層か
らの介入をさけ，
権限をチームに委
譲．

・ 自 生 的 に 出 現 す る
リーダーのリーダー
シップ．

・意思決定権限が委任
され自主管理を行う．

・直接の監督者は指導
的立場となりチーム
運営を行う．

業績評価
の方法

・一定期間のアウト
プットによる外部
からのインプット
の量．

・業績管理は中間過
程の活動，連帯，
成果の評価と最終
的なチームアウト
プットの両方から
報酬をうける．

・通常，金銭的報酬に
反映されないチーム
活動を強化するため
に利益配分方式によ
る報酬が与えられる
場合もある（報償な
ど）．

・経営側の対応がチー
ム参加に対する最大
の支援．

・ 明 確 な 目 的 と ス ケ
ジュールが提示され
業績の対象となり，
明確な報酬体系があ
る．

・チームの業績達成度
に基づく報酬が基本．
個別評価による報酬
は避けるべき．

・成熟したチームの場
合には，グループ報
酬と個人単位の成功
報酬との組合せもで
きる．

コミュニ
ケーション

・プロジェクトの初
期段階では，広範
な 対 面 コ ミ ュ ニ
ケーションが必要．

・中間段階ではコン
ピュータを媒介に
したコミュニケー
ションが中心．

・初期段階では，マネ
ジャーによる教育的
な支援が必要．

・中間段階では，チー

ム運営への外部支援
や必要な情報の提供
が必要．

・ 継 続 的 に 対 面 型 コ
ミュニケーションで
推進．

・通常の方法によらな
い新たな価値観の共
有 な ど の た め の コ
ミュニケーション．

・業務管理をベースに
したプロジェクト推
進についての調整．

・チーム運営上の必要
事項，制約，顧客の
要求，利用可能な資
源，業績評価基準に

関する情報．
・業務運営上の調整に

関する情報の共有．

例
・投資銀行の顧客対

応チーム．
・QC サークル．
・タスクフォース．

・新製品開発プロジェ
クトチーム．

・自主管理チーム．

出所）J. R. ガルブレイズ・E. E. ローラーⅢ他，寺本義也監訳（1999）『21 世紀企業の組織デザイン』産能
大学出版部をもとに作成．
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店などが映画制作に出資し制作の主体となる制作

委員会を立ち上げ映画制作からプロモーション，

配給を協働で行う委員会形式による映画制作があ

る．また，通常のテレビ CM 制作における広告

代理店所属のクリエイティブ・ディレクター主導

による CM 制作や独立したプロデューサーによ

る CM 制作などもこれに該当する．さらに，企

業の情報システムにおけるシステム会社，機器ベ

ンダー，システムエンジニアなどが参画しシステ

ム開発のプロジェクトチームを展開する場合，大

規模な地域開発やビル建築において複数の建築会

社や設計士が参画するジョイントベンチャーもこ

れに該当する．

　解決型では，企業境界内人材の協働として，ト

ヨタ自動車のカイゼン活動に代表される QC チー

ム，法人向け営業における組織横断型での顧客

チームの展開，迅速な対応を要する案件や集中的

に対応することが求められる課題に対応するため

に一時的なチームを結成し対応するタスクフォー

ス，グループ企業間の連携やシナジー形成のため

にグループ企業からの人材で結成する委員会やプ

ロジェクトチームがある．

　企業境界外人材の協働として，M&A や企業買

収に際し投資顧問や弁護士などからなるチームに

より対応方法についての助言を行うケース，或は

経営戦略策定や経営課題への対応方法策定などに

おけるコンサルティング会社の活用がある．ま

た，特に，独立専門人材の活用では，企業間など

での紛争処理における弁護士，会計士，リスクマ

ネジメント専門家などの活用もこれに該当する．

　解決型において，企業境界内外の人材が協働す

るものとして，ビジョン開発や経営戦略策定にお

いて社内外の人材が協働して策定する活動や社外

モニターを活用した業務改善活動がこれに該当す

る．

　これらの協働の中では，組織境界を越えて課題

に対応するために，多くの場合，プロジェクト

チームや委員会などの設定が行われている．ま

た，明確にプロジェクトチームを結成しない場合

でも，チーム形式での組織運営が行われている場

合も多い．このようなオープンな協働の場として

のチームの活用は，企業の人材ニーズと個人の専

門能力を最適に結合するとともに企業の創造力や

革新力をも大きく高めるものと思われる．

3. 2　オープンな協働のためのチーム・マネジメ

ントの事例分析

　企業と個人のオープンな協働という視点から

は，開発型と解決型のいずれにおいても企業境界

内外人材が協働して課題解決を行っている「企業

境界内外協働」の領域の事例を分析すべきと考え

る．この領域の活動の中で独立専門人材としての

個人に対してどのような人材マネジメントが行わ

れているかを分析することで，個人と企業のオー

プンな協働のためのチーム・マネジメントの方法

を抽出できると考えられる．一方，その特徴をよ

り明確にするために「企業境界内外協働」と対比

する領域として，企業境界内人材における協働の

事例を分析する．企業境界内と企業境界内外との

比較により，企業境界外人材を活用した場合の課

題や対応方法も明確にできる．

　企業境界内外協働の事例では，開発型の事例と

して「日本での委員会形式による映画制作」を取

り上げる．これらは，参加するメンバーに独立専

門人材が参画している場合が多く，また，そのよ

うな人材活用を前提とした業界全体での制度整備

が進んでいることから先行的なケースといえよ

う．解決型では，「IBM ビジネスコンサルティン

グサービスのチーム・マネジメント」によるコン

サルティング事例をとりあげる．このケースで

は，コンサルティング会社と独立専門人材が協働

でコンサルティングを行っており個人に対する

チーム・マネジメントの先行的なケースといえ

る．解決型に属するコンサルティングなどの活動

では，開発型に比べ活動内容が公開されることが

少なく活動成果も完全に個人に還元されることは

少ない．しかしながら，今後企業が求めている課

題解決人材は主にこの領域の課題に対応する人材
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であることから，開発型でのケースとの比較をも

とに人材活用を拡大するために必要な方法を考察

する．

　企業境界内外協働のケースと比較する企業境界

内協働では，開発型としてグループ会社も含め製

品開発で協働を行っているホンダの開発における

チーム・マネジメントを取り上げる．これは，グ

ループ会社の 3 社からなるチームにより車開発

を行う「SED チーム」のケースであり，企業境

界を越え，かつチーム・メンバーが対等な立場で

開発を行っている．解決型では，チーム活動の優

れた事例であるトヨタにおけるカイゼン活動をと

りあげる．この活動は生産現場の組織境界を越え

て課題に取り組むチーム活動であり，組織構造上

の評価とチーム活動の評価の最適化を図っている

事例でもある．

　事例分析の対象とした 4 つのチーム・マネジ

メントのケースの編成・運営・評価の特徴は表 4
に示す通りであるが，そこでは次のような傾向が

見出された．

　編成では，「規模」においていずれのケースで

も 6 人以下の人数でチームを構成しており，多

人数になる場合でもサブ・チームを配するなどの

対応により規模の拡大を防いでいる．「構造と役

割」では，チーム・リーダーの設定とメンバー間

の対等性が確保されておりチームの編成権限をも

ちチーム活動を評価する役割をもつ組織や上位者

が設定されている．また，ケース 4 を除き，メ

ンバーの担当領域や役割を明確に設定している．

「メンバー資格」では，チームに対応した個人の

人材要件を具体的に設定しているケースは見られ

ず，職歴などを参考に選抜しているケースが多

い．また，職位との関連でリーダーやメンバーが

選抜されるケース 2，3 では職歴とともに職位が

選抜基準となっている．

　運営では，「リーダーシップ」はチーム・リー

ダーが運営に対して責任を持っており，ケース1，

2，3 ではそれを補助する役割をもつメンバーが

存在する．「コミュニケーション」では，チーム・

メンバーのチーム活動に対するバックグラウンド

表 3．オープンな協働の類型

人材類型

課題解決
領域

企業境界内人材 企業境界外人材

企業内人材
グループ・関連

企業内人材
非関連

企業内人材
独立専門人材

（個人）

開発型

個別協働

・組織横断型のプ
ロジェクトチー
ムによる開発．

・グループ会社参
画による製品開
発，システム開
発．

・複数のデザイン会
社参画による製品
デザイン．

・独立プロデューサー
による映画制作，CM
制作．

・ 独 立 デ ザ イ ナ ー，
アーティストによる

製品デザイン．

企業境界
内外協働

・委員会形式による映画制作．
・代理店所属プロデューサーや独立プロデューサー主導での CM 制作．
・システム開発におけるプロジェクトチーム．
・ジョイントベンチャー形式による建物などの建築．

解決型

個別協働

・製造ラインにお
ける QC チーム．

・組織横断型での
顧客対応チーム．

・特定の課題に対
応 し た タ ス ク
フォース．

・グループ内連係
開発のための委
員会やプロジェ
クトチーム．

・投資顧問会社，会
計事務所などによ
る M&A 助言．

・コンサルティング
会社による経営戦
略策定．

・紛争処理などにおけ
る弁護士，会計士な
どの専門家の活用．

企業境界
内外協働

・社内外人材参画のプロジェクトチームによる経営戦略策定や経営課題解決．
・社外モニターを活用した業務改善活動．
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情報を共通化するために全体ミーティングや協働

体験型のイベントなどを実施しており，ケース 3
ではメンバー全員での調査や生活者の行動の観察

などが行われている．チーム活動中では，情報シ

ステムなどを活用したメンバー間での情報共有や

定期的な会議が実施されている．また，役割分担

がある場合でも役割を越えてメンバーの活動に干

渉しあうことを許容しており，そのことがコミュ

ニケーションと情報共有の向上にも結びついてい

る．さらに，チームの活動を統括する上位組織や

チーム外の人達からの提言を必要に応じて受入れ

ることが行われており，このような活動がチーム

全体の考え方の視点の転換などをもたらし有効で

あることが指摘されている（ケース 2，3）．「意

思決定」では，チームでの合議活動を行いながら

も最終的にはチーム・リーダーが意思決定を行っ

ている場合が多い．

　評価と報酬では，チーム活動の成果については

チーム外のチーム活動を統括する組織や上位者に

より評価が行われている．メンバーの評価につい

ては，役割分担がある場合にはその役割の遂行と

いう視点で評価が行われているが，チーム活動と

チーム・メンバーの行動との評価における関係は

明確になっていないように思われる．そのため，

「経済的報酬」における報酬制度でもチーム活動

成果と個人成果を直接反映させるような報酬制度

は少なく，ケース 2 でチーム成果と個人成果に

分けた評価に基づく報酬配分が行われているのみ

である．ケース 3，4 のように企業境界内協働の

場合には，報酬が職位に対応しているためにチー

ム活動が直接的に報酬に反映されてはいない．

「非経済的報酬」である評判などの流通では，企

業内でのインフォーマルな流通が多い．ケース 1
では，契約型での人材活用が多いため業界団体な

どによるチーム活動成果や役割ごとの賞が設定さ

れており，それがフォーマルな評判情報となって

流通する仕組みがある．

　事例分析の 4 ケースは，企業境界内外協働の

ケース 1，2 と企業境界内協働のケース 3，4 か

ら構成されており，表 5 にあるようにそれらの

比較を行うことで企業境界内外協働におけるチ―

ム・マネジメントの特徴と課題を明らかにするこ

とができる．

　この協働の 2 類型の比較では，「運営」領域に

おいてマネジメント手法の共通性が高いことが見

出された．チーム・リーダーが存在し，運営や成

果に対し責任を持ち，メンバー間での合議を経な

がらも最終的にはチーム・リーダーが意思決定す

る構造がうかがえる．また，チーム活動を推進す

るコミュニケーションでは，チームの活動展開に

際しメンバーのバックグラウンド情報を共通化す

るための活動を展開し，情報システムの活用や自

由な交流によるメンバー間での情報共有を行って

いる．また，役割分担がある場合でもその役割ご

との活動やメンバーごとの活動に対してそれ以外

のメンバーが自由に干渉し，相互での意見交換を

行っている．さらに，チームの上位組織や上位者

からの提言やチーム外の有識者や生活者の声など

の収集による再検討によりチーム活動の方向性を

俯瞰できるような視点の変換を行うことがうかが

える．このような方法は，協働による成果を発揮

するために必要なチーム・マネジメントの有効な

手法と考えられる．

　「編成」「評価と報酬」では，2 類型間での差異

が認められた．「編成」では，企業境界内外協働

で職歴や資格に基づく選抜と役割の事前設定のも

とでのメンバーの配置が行われており，その役割

は固定化されている．企業境界内協働は，社内選

抜であるため職歴や職位を基準とした選抜が行わ

れ，メンバーの役割は状況に応じて変動すること

が認められる．この差異は，企業境界内外協働が

企業外の個人を活用することに起因しており，個

人の能力の把握とチーム・メンバーとしての選抜

が明確な基準に基づいて行うことが困難なためと

考えられる．

　それは，「評価と報酬」における 2 類型間の差

異の原因でもあると考えられる．企業境界内外協

働では役割分担に応じた個人評価が行われ，報酬
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表 4．4 ケースの特徴

編　　成 運　　営 評価と報酬

企業境界
内外協働

ケース 1
委員会形式によ
る映画製作にお
けるチーム・マ
ネジメント

・制作におけるコア・メン
バーは委員会の規模によ
るが，幹事会社代表，プ
ロデューサー，監督，脚
本家が主要なメンバーと
なる．

・サブ・メンバーが存在．
・ 編 成 権 限 は プ ロ デ ュ ー

サーにあるが，最終的に
は委員会で決定．

・ チ ー ム の 運 営 は プ ロ
デューサーが主導．

・個別契約による人材の
確保．

・メンバー間の業務の重
複は小さい．

・委員会形式では，委員
会での合議が必要で迅

速な対応がとりにくい．

・予算を原資にした事前契
約による報酬と興行収入
による成功報酬．

・報酬額は業界水準による
規定もあるが，多くは過
去の実績に左右される．

・製作に関与したことはク
レジットとして残る．

・業界団体による表彰が多
く能力評価となっている．

ケース 2
コンサルティン
グにおけるチー
ム・マネジメン
ト

・コア · メンバーは 4 人程
度．

・サブ · メンバーが存在す
る．

・編成は，企業或いは社員
であるマネージングコン
サルタントが行う．

・3 タイプの人材を適宜
活用しチームを編成．

・個人事業主とは業務委
託契約．

・チームとして一体とな
り課題解決策を検討す
る．

・オフィスはオープンス
ペースであり必要に応
じて会議などを開催．

・能力評価は社内外共に同
一基準で行う．

・報酬水準は社内規定の役
割により決定される．

・業績評価は組織分と個人
分があり 360 度評価等に
より決定される．

・個人事業主の業績として
社外に流通することは原
則としてできない（守秘
義務の関係）．

企業境界
内協働

ケース 3
ホンダの開発に
おけるチーム・
マネジメント

・コア · メンバーは 4 ～ 5
人．

・サブ · メンバーが存在．
・チーム編成は企業が行う．

・チーム毎で運営方法が
異なる．

・チームを一体化するた
めの「山篭もり」など
のコミュニケーション
を重視．

・開発における全ての意
思決定権限がある．

・チーム運営に必要な経
費が柔軟に支出．

・チーム活動を通じ社内
外との交流も可能．

・給与は個々人の職能資格
や年齢により異なる．

・チームの成果を直接経済
的な報酬として受け取る
仕組みはない．

・誰がどのチームに参加し
たかは会社内で知ること
ができ，評判として流通
可能．

ケース 4
トヨタの生産現
場におけるチー
ム・マネジメン
ト

・4 ～ 5 人．
・チームとグループの階層

がある．
・チーム編成は企業が行う．

・ チ ー ム・ リ ー ダ ー は
チームの業務支援．

・評価はグループ · リー
ダーが行う．

・会社を公正と感じる諸
政策と制度がある．

・オープン · コミュニケー
ション．

・柔軟な制度運用．
・雇用保障．
・個々人の重視．

・同一賃金による対等性を
確保．

・チームの親睦を深めるた
めの「PT 費」からの報奨．

・ボーナス・システムも企
業全体の業績により支給．

・改善活動に対する報奨制
度．
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もその役割ごとでの事前契約型での支払いが多

く，チームの活動成果に対応した成功報酬的な制

度の活用も役割に応じた設定が行われており事前

に設定された役割による評価と報酬となってい

る．したがって，必ずしも，個人のチーム活動の

中での貢献や成果を評価するものとはなっていな

い．なお，ケース 2 の IBCS における報酬は「能

力による役割＋「期待業績＋組織業績＋個人業

績」」という構造で行われおり「組織業績」と「個

人業績」はチーム活動の成果と個人の成果を評価

することで行われているが，これは，IBCS の社

内の職位に「業務委託契約を結ぶ個人事業主」も

対応させ擬似的に社員と同じ地位を与えることで

評価を行っているために可能な方法と思われる．

　また，非経済的報酬でケース 1 の映画制作で

は，協会団体による表彰制度を通じたチーム成果

やチーム・メンバーの役割ごとでの賞の付与が行

われており，賞獲得の有無が個人の能力証明とし

て機能していることがうかがえる．一方，ケース

2 の IBCS の場合はチーム成果については HP な

どで開示されているがそれに参加した個人の役割

や成果については開示されず，個人の能力を証明

するようなものとはなっておらず，あくまで

IBCS 内での評判の流通にとどまっており IBCS

以外の企業からの業務獲得につながるような評判

の流通には至っていない．

　なお，企業境界内協働ではチームでの活動を評

価の対象としながらもあくまで職位に応じた個人

の評価にとどまっているために，チームの活動に

おける「フリーライダー」を発生させる危険性が

ある．企業内においても，チーム活動成果の個人

貢献への還元を図ることがその回避につながるも

のと考えられる．

4．革新誘発のためのチーム・マネジメントの課

題と方向

4. 1　企業境界を越えたチーム・マネジメントの

課題

　個人と企業が企業境界を越えてオープンな協働

を行うためには，企業境界内外協働の事例と企業

境界内協働の事例との比較分析から抽出された企

表 5．企業境界内外協働と企業境界内協働との比較

企業境界内外協働 企業境界内協働

編成

規模 ・チームは 6 人以下で構成．

構造と役割 ・メンバーの役割が固定的． ・メンバーの役割が可変的．

編成権限 ・上位組織が選抜 · 編成，評価を行う．

メンバー資格 ・職歴，資格が選抜資格． ・職歴，職位が選抜資格．

運営

リーダーシップ ・チーム · リーダーが存在し，チームの運営，成果に対して責任をもつ．

コミュニケーション

・バックグラウンド情報の共通化．
・メンバー間の情報共有．　　　　
・役割間の相互依存的関係．　　　
・チーム外からの提言．　　　　　

意思決定 ・メンバーの合議後，チーム · リーダーが意思決定．

評価と
報酬

評価方法 ・役割に対応した個人評価． ・職位に応じた個人評価．

経済的報酬
・事前契約型．　　　　　
・成功報酬的制度も活用．

・職位に応じた賃金型．

非経済的報酬
・ケース 1 では業界団体による表彰制　
　度を通じたフォーマルな評判の流通．
・ケース 2 では個人の評判流通はない．

・企業内でのインフォーマルな
　評判情報が流通．　　　　　
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業境界内外協働における課題への対応が必要にな

る．

　企業境界内外協働における課題は，図 3 に示

されるように，協働における個人の選抜と評価に

おける制度や仕組みが未整備であるためにチーム

の要件に対応した個人能力評価を基盤にした選抜

と，チーム成果や個人成果の個人能力評価への還

元が十分に行われていないことにある．これは，

ケース 2 のように業務の性格上守秘義務の必要

性から外部への情報流通が困難なことも背景にあ

るが，チームの活動を積極的に個人の成果に還元

する方法の未整備の影響も大きいものと考えられ

る．

　その対応方向として，チームの目的に応じた必

要人材の能力要件の把握とそれに対応した人材情

報の流通のもとでの個人の能力評価を基盤にした

選抜の仕組みを整備することが必要となる．

　また，チーム成果と個人成果を把握し個人の能

力に還元する手法の確立も必要であるが，これ

は，対応方向 1 の選抜の仕組みと表裏をなすも

のであり選抜の仕組みと評価の仕組みの一体的な

手法の整備が求められる．さらに，個人の能力に

還元する仕組みとして，「評判」の積極的な活用

が考えられる．個人の貢献をケース 1 における

クレジットと同じように明確化し，それを社外に

も流通させる仕組みの構築である．守秘義務があ

る社内業務などにおいても一定年限後にはそれを

解除し流通させるようにし，あらゆる業務におい

て整備することが必要と思われる．

　このような仕組みは，企業と個人のオープンな

協働というだけでなく企業内における個人の成果

にもとづく報酬制度の整備においても役立つ仕組

みであり，企業内人材の企業外への人材流通を促

すためにも必要な仕組みといえよう．

評　価

評　価 選　抜

選　抜

図 3．オープンな協働のための課題

個　人

（能力評価）
課題 2：チーム成果と個人
成果の把握と評価の未整備 課題 1：チーム・メンバーとしての

人材要件を基準とした個人能力によ
る選抜の未整備

チーム活動

個　人

（能力評価）対応方向 2：
チーム成果，個人成果を把握
する手法の確立

個人貢献の明確化と流通の仕
組みの構築

対応方向 1：個人の能力とチームの
人材要件を適合させる仕組みの構築

チーム活動

▲

▲

▲

▲
▲

▼

▼

▲
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図４．チーム編成と評価の方向性

インディビジュア
ル・コンピテン
シーでの記述

チーム・コンピテ
ンシーでの記述

個人の
チーム活動

情報

個人の職務能力
の評価

個人の職務能力
のタイプと水準の

認定

人材の選抜とチームの編成

チーム・コンピテ
ンシーでの記述

FFS 等での必要
なチーム構成の

記述

企業の
チーム目標

情報
　　

チームの構成要件
と必要な人材要件

の策定

4. 2　革新誘発のためのチーム・マネジメントの

方向

　チームの編成と評価においては，企業境界内外

協働における課題である「チーム成果と個人成果

を把握し個人の能力評価に還元する手法の確立」

と「チームの目的に応じた必要人材の能力要件の

把握とそれに対応した人材情報の流通のもとでの

個人の能力評価を基盤とした選抜の仕組み」への

対応方向として図 4 にあるようなチームの編成

と評価の仕組みが考えられる．

　個人の成果把握と能力評価への還元において

は，菊池が提唱するチーム・マネジメントにおけ

る能力要件を記述する「インディビジュアル・コ

ンピテンシー」と「チーム・コンピテンシー」の

活 用 が 考 え ら れ る（ 菊 池 和 則，2004, pp．

23-31）．コンピテンシーは高業績者の行動特性

として職務や職種ごとに記述されるが，この概念

を活用しチームを構成する役割に対応する「イン

ディビジュアル・コンピテンシー」とともにチー

ムがその目標を達成するための行動特性としての

「チーム・コンピテンシー」を考えることができ

る．さらに，「インディビジュアル・コンピテン

シー」も，個人が特定の役割を遂行するために必

要となる「専門性のコンピテンシー」とチームの

パフォーマンスを高めるために個人がもつべき

「チーム・アプローチのコンピテンシー」から構

成されることになる．このような行動特性の記述

によって業務に対応した個人の能力評価が可能と

なり，その水準を設定することで個人の専門能力

のタイプや水準を設定することも可能となるもの

と思われる．

　また，企業側ではチーム設定の目標情報に基づ

き，チーム・コンピテンシーの記述による要求さ

れる人材要件や FFS を活用したチーム構成の記

述を行い，チームの構成要件と必要な人材要件を

設定することが可能となろう．

　これらの情報が整備されればコンピテンシーを

媒介とした人材の選抜が可能となり，最適なチー

ム編成が可能となる．また，このような編成によ

るチーム活動の成果を再びインディビジュアル・

コンピテンシーやチーム・コンピテンシーとして

記述することで，仕組みの高度化を図ることもで

きる．

　さらに，このようなコンピテンシーを他企業と

共有しコンピテンシーに対応した報酬情報を集積

することで最適な報酬水準の推定も可能となり，

より客観性のある報酬体系を構築することも可能

となろう．

　チーム運営では，チーム・メンバーの対等性を

確保しメンバー間のコミュニケーションを推進す

▲

▲

▲

▲

▲ ▲

▲

▲

▼

▲
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る仕組みが必要と考えられる．それには，表 6 に

あるような事例分析での協働の 2 類型の比較で

共通に見出された運営手法の活用が考えられる．

　特に，コミュニケーションにおける「バックグ

ラウンド情報の共通化」「メンバー間の情報共有」

「役割間の相互依存的関係」「チーム外からの提

言」は，植田らが主張する協働による創発をもた

らすための条件に適合するものが多い（植田一

博・岡田猛，2000）．植田らは，「相互依存構造」

であるチームの中での役割分担と役割間での干渉

やバックグランド情報の共有化，さらにチーム外

からのメタ的なサゼスチョンによる視点の転換な

どの有効性を提唱している．したがって，これら

の要件をもとにコミュニケーション手法を確立す

ることで有効なチーム・マネジメントが可能にな

ると考えられる．

　その 1 つの方向として，チームの発展と環境

への適応のためのコミュニケーションを中心とし

た運営方法の展開が考えられる（境忠宏編，

2003）．チームはその結成から成果達成において，

図 5 に示すように，「チーム結成」，「チーム統合」，

「チーム協働」，「成果達成」というプロセスをへ

る．このプロセスにおいて，「チーム結成」にお

ける課題としてチーム結成に向けたメンバーの

チームの目標や活動への「理解形成」があり，そ

のためにバックグランド情報の共通化と共有化が

必要となる．その手法としてメンバーやチーム編

成に責任を持つ上位組織，上位者参加によるオー

ルスタッフミーティング，メンバーの交流と一体

感を形成するための共同体験型イベントや研修の

表 6．チーム運営の方向性

リーダーシップ ・チーム · リーダーが存在し，チームの運営，成果に対して責任をもつ．

コミュニケーション

・バックグラウンド情報の共通化．
・メンバー間の情報共有．　　　　
・役割間の相互依存的関係．　　　
・チーム外からの提言．　　　　　

意思決定 ・メンバーの合議後，チーム · リーダーが意思決定．

図 5．コミュニケーションを中心としたチーム運営の方向性

理解形成 統合 創発 達成 発信・評価

チーム統合 チーム協働 成果達成チーム結成

・オールスタッフミー
ティング．

・共同体験型イベン
ト・研修．

・チームの上位統括者
や経験者からの動機
づけ等．

・チーム情報共有の
ための合宿やイベ
ント開催．

・WEB 上 で の 仮 想
ディスカッション．

・チーム運営方法の
検討と確立等．

・中間レビューによ
るチームを統括す
る上位組織や上位
者による評価．

・他社事例などの収
集と解決手法の発
掘．

・チーム外の有識者
な ど と の デ ィ ス
カッション等．

・発生する課題解決
での自由な相談の
展開．

・定期的なミーティ
ングによる進捗管
理．

・成果達成に向けた
メンバーでの検討
と意思決定等．

・上位組織や上位者へ
の報告．

・最終段階でのストレ
スに対応した業務管
理．

・評価に向けた情報の
整理等．

▲ ▲ ▲ ▲ ▲
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展開，チーム活動開始時における動機づけのため

の経営者などによるオープニングセレモニーなど

が考えられる．

　「チーム統合」に向けては，チーム結成後に発

生する混乱を避けるためチームのメンバーが共有

する規範を確立することが必要になる．そのため

にチーム・メンバーの役割認識と情報交流を推進

し，チームの運営に対する認識形成を図ることが

重要となる．その手法として，チーム情報共有の

ための合宿やイベントの開催，WEB 上での様々

な疑問とその解消を目的とした仮想ディスカッ

ションの展開，チームの運営方法についてのメン

バーによる検討と意思決定などが考えられる．

　「チーム協働」に向けては，チーム統合後課題

を克服するための何らかの「創発」が必要になり，

そのためにチーム・メンバー間での情報交流だけ

でなくチーム外からの提言などの情報を受入れ新

たな視点の設定や転換を図ることが必要になる．

その手法として，中間レビューによるチームを統

括する組織や上位者からの評価の実施，他社事例

などのベストプラクティス情報の収集とブレーク

スルーのヒントとなる解決手法の発掘，チーム外

の企業内の技術者や企業外の有識者などとのディ

スカッションによる新たな知見の獲得などの方法

が考えられる．

　「チーム協働」を推進し「成果達成」に至るた

めには，発生する課題を克服し期限内での「達成」

を実現することが必要になる．そのためには，役

割間の相互依存を積極的に許容し協働を発生させ

ることが重要となる．その手法として，発生する

課題の解決をテーマとした自由な相談や会議の開

催，さらに定期的なミーティングによるチーム全

体やメンバーの作業の進捗管理などによるチーム

の最終成果の確認と現状との関係についての検討

を行うことが考えられる．

　成果達成後，その成果情報の発信に向け上位組

織や上位者への報告と評価・承認を経て，最終完

成を図るとともに，最終段階で発生するメンバー

間でのストレスの把握とその解消に向けた成果配

分や配慮活動も必要となる．

　評価情報の流通では，企業境界内外協働におけ

る課題への対応方向である「個人の貢献の明確化

と流通の仕組みの構築」への対応として，特に個

人業績を「評判」として流通させるために，業務

におけるクレジットを明確にすることが求められ

る．守秘義務がある場合でも一定期間後には契約

が解除され，個人の業績として開示することがで

きる契約や法制度の整備が求められる．映画制作

などにおけるクレジットの明示は，映画業界にお

ける制作者，監督，脚本家，撮影技術者などが確

立してきた権利であり，その結果，実績としての

流通を可能にしている．それ以外の業務において

も職歴という形態ではなく，具体的な業務とその

貢献内容を流通させる仕組みが必要となる．特定

企業との継続的な関係では評判の外部流通が確保

されなくても当該企業内で流通することで労働機

会の確保と報酬の向上を期待することができる

が，他企業への拡大や転換を考えた場合にはやは

り外部流通の仕組みが必要となる．

　その対応方向の 1 つとして，図 6 に示すよう

な情報流通の仕組みが考えられる．これは，個人

と企業が協働活動を行った情報をあるオープンな

組織に集約しそれをチーム・コンピテンシーに記

述し活動を評価するとともにチームの活動に対応

したチーム・マネジメントの手法情報として流通

させる仕組みと，同様の情報を個人や企業のベス

トプラクティスとして表彰し，個人の専門能力評

価の 1 つとして流通させる仕組みからなる．

　これらの情報の流通は企業にとっては優れた経

営手法をもつ組織としてブランド化され，個人に

とってはプロフェッショナル人材としてのブラン

ド化を可能とするものである．さらに，チーム・

マネジメントの手法情報をもとに教育研究機関に

よる新たな手法の開発さらにそれらを活用した人

材育成を行うことで，日本企業の経営の高度化に

もつながる仕組みとなりうるものと思われる．

　このような仕組みの事例として，中小企業診断

士の業界団体である「中小企業診断協会」が行っ
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革新誘発のためのチーム･マネジメント

ている会員診断士のコンサルティング事例の提供

システムがある．これは，協会会員の診断事例を

収集し公開するものであり，会員名での事例把握

が可能であり個人のクレジットが明記された流通

の仕組みといえる．しかし，あくまで事例集にと

どまっており企業からみた診断への評価や成果が

必ずしも明確でなく，事例間で優劣を比較するこ

とが難しいために，個々の診断士の能力を評価す

ることは困難となっている．

　今後，これらの事例について企業側の評価を付

加し成果の高い診断については表彰を行うなどの

方策を導入することなどで診断士の能力評価に活

用できる仕組みへと変え，さらに，診断士だけで

なく他のコンサルタントにも開かれた表彰制度と

することでコンサルティング活動における能力評

価の � つの指標としていくことが考えられよう．

（淑徳大学国際コミュニケーション学部教授）※

（淑徳大学大学院国際経営・文化研究科修士課程）※※
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